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募　　集
町田市景観づくり市民推進員

　町田市景観条例に基づき、市との連携により良
好な景観の形成を推進する「町田市景
観づくり市民推進員」を募集します。詳
細は市HP（右記二次元コード）をご覧く
ださい。
対市内在住の18歳以上の方任期3年募集人数15
人程度申申込書（市HPでダウンロード）に記入し、
2月14日までに直接、郵送（消印有効）またはメー
ルで地区街づくり課（市庁舎8階、〒194－8520、
森野2－2－22Ｍmcity6250＠city．machida．tok
yo．jp）へ。
問地区街づくり課☎☎724－4267

町田市廃棄物減量等推進審議会 
市民委員

　同審議会は、町田市廃棄物の処理及び再利用の
促進に関する条例に基づき設置されています。一
般廃棄物の減量、処理及び再利用の促進等に関す
る事項を審議します。
対市内在住の18歳以上で、過去に同審議会の委員
を経験していない方、また任期期間中に他の審議
会等の委員でない方任期4月から2年間募集人数3
人報酬1回の会議出席につき1万600円申募集要
項を確認のうえ、指定の用紙に必要事項を記入し、
2月5日までに直接、郵送（必着）またはメールで環
境政策課（市庁舎7階）へ。募集要項は環境政策課、
各市民センター及び町田市バイオエネルギーセン
ターで配布します（市HPでダウンロードも可）。
問環境政策課☎☎724－4379

お知らせ
1月15日から国民健康保険の加入・脱退手

続きがLINEで申請できるようになりました
　町田市公式LINEアカウント「東京都町田市」を
友だち追加のうえ、申請してください。
詳細は市HP（右記二次元コード）をご覧
ください。
問保険年金課☎☎724－2124

まちだ互近助クラブ補助金制度説明会
　「まちだ互近助クラブ」とは住民主体で結成され
た、参加者が自宅の近所で長く活動できることを
目指したクラブです。同クラブの補助金制度につ
いて説明会を行います。
対次のすべての要件を満たす団体　①介護予防に
役立つ活動（体操、運動、趣味、食事会等）を行って

いる②原則月2回以上、1回1時間以上活動してい
る③参加者の半数以上が65歳以上である日2月5
日㈬午後2時～4時場市庁舎内補助金の対象とな
る経費と金額、いきいきポイント制度との併用等
について定30人（申し込み順）申1月24日までに直
接または電話で各高齢者支援センターの生活支援
コーディネーターへ（申し込みは1団体2人まで）。
問高齢者支援課☎☎724－2146

生活支援団体補助金制度説明会
　電球交換やごみ出し等、日常生活のちょっとし
た困り事への支援を必要とする方へ、住民が主体
となって支援を行う「生活支援団体」を対象に、補
助金制度の説明会を行います。現在活
動中の生活支援団体や活動内容を知り
たい方は、市HP（右記二次元コード）を
ご覧ください。
対次のすべての要件を満たす地域活動団体、NPO
法人等　①市内在住の65歳以上の活動者がいる
②活動者がボランティアである③生活支援団体ネ
ットワークに加入できる日2月6日㈭午後2時～4
時場市庁舎内補助金の対象となる経費・活動内容
と補助金額、傷害・賠償保険について定30人（申し
込み順）申1月24日までに直接または電話で各高
齢者支援センターの生活支援コーディネーターへ
（申し込みは1団体2人まで）。
問高齢者支援課☎☎724－2146

献血にご協力ください
　継続的なご協力をお願いします。
日1月22日㈬、午前10時～11時45分、午後1時～
4時場ワンストップロビー（市庁舎1階）
問福祉総務課☎☎724－2537

シニア
初心者向けスマートフォン講座

　スマートフォンやタブレットの基本操作、イン
ターネットの使用方法、市の情報発信ツール（市
HP、町田市公式LINE等）の活用方法を学びます。
対スマートフォン・タブレットをお持ちで操作に
不安のある60歳以上の方日①2月4日㈫②2月5日
㈬③2月20日㈭、午前10時～11時（各回とも同一
内容）場①ふれあいもっこく館（原町田）②ふれあ
いくぬぎ館（山崎町）③ふれあいもみじ館（金森東）
／ふれあい館に入館する際は靴下の着用にご協力
ください定各10人（申し込み順）申1月17日正午
から①2月3日まで②2月4日まで③2月19日まで
に、イベントダイヤル（☎☎724－5656）またはイベ
シスコード250117Aへ。
問広報課☎☎724－2101

高齢者を対象にインフルエンザ及び新型
コロナのワクチン接種を実施しています
　接種をお考えの方は、指定医療機関に直接連絡
し、接種の予約をしてください。接種は接種期間内
に1人1回です。
対接種を希望する市内在住の65歳以上の方（60
歳以上65歳未満でも対象の場合有り）接種期間イ
ンフルエンザワクチン＝1月31日㈮まで、新型コ
ロナワクチン＝3月31日㈪まで場町田・八王子・日
野・多摩・稲城市の指定医療機関費各2500円／生
活保護受給者、中国残留邦人等の支援受給者は無料
です。詳細は市HP（右記二次元コード）をご
覧いただくか、お問い合わせください。
問保健予防課☎☎725－5422

●�イベントダイヤル＝町田市イベントダイヤル（☎☎７２４‒５６５６）に電話で申し込み（電話受
付時間＝午前７時～午後７時）／番号のかけ間違いにご注意ください。

●�イベシス＝町田市イベント申込システム　インターネットのイベント申込シ
ステム（右記二次元コード）にコードを入力し、２４時間申し込み可／イベシスで
１次受付を行う催し・講座の募集数は定員の半数です。

●市HP＝町田市ホームページ　●HP＝ホームページ
※�催しや講座など、申込方法の記載がない
場合は直接会場へおいでください。

凡例 対対象 日日時 場会場 内内容
講講師 定定員 費費用
申申し込み 問問い合わせ

記事内の表記
について

公開している会議　傍聴のご案内
会議名 日　時 会　場 定　員 申し込み

町田市介護保険苦情相談調整
会議

1月21日㈫
午後5時30分～7時

市庁舎2階会議室
2－4

5人
（申し込み順）

1月20日までに電話で介護保
険課（☎☎724－4366）へ

町田市母子保健連絡協議会 1月24日㈮
午後7時30分～9時

健康福祉会館1階
検診室

3人
（申し込み順）

事前に電話で保健予防課（☎☎
725－5471）へ

「町田市立地適正化計画」策定
に関する特別委員会

1月29日㈬
午前10時から

市庁舎2階会議室
2－1

3人
（申し込み順）

事前に電話で都市政策課（☎☎
724－4248）へ

町田市都市計画審議会 1月30日㈭
午前10時から

市庁舎3階第1委
員会室

5人
（申し込み順）

事前に電話で都市政策課（☎☎
724－4247）へ

町田市地域密着型サービス運
営委員会

1月30日㈭
午後6時30分～7時30分

市庁舎2階会議室
2－1

3人
（申し込み順）

1月24日までに電話で介護保
険課（☎☎724－4366）へ

町田市行政経営監理委員会 2月3日㈪
午後1時～3時

市庁舎3階会議室
3－1～3

100人
（申し込み順）

1月29日までに電話で経営改
革室（☎☎724－2503）へ

町田市認知症施策推進協議会 2月5日㈬午後6時30分～8時30分
市庁舎3階会議室
3－2・3

5人
（申し込み順）

事前に電話で高齢者支援課（☎☎
724－2140）へ

町田市立図書館協議会 2月7日㈮
午後2時～4時

中央図書館6階中
集会室

5人
（申し込み順）

事前に電話で中央図書館（☎☎
728－8220）へ

町田市環境審議会 2月10日㈪
午後5時～7時

市庁舎2階市民協
働おうえんルーム

5人
（申し込み順）

1月31日までに電話で環境政
策課（☎☎724－4386）へ

職　種 勤務場所 勤務日数・募集人数 報　酬 申込期間 問い合わせ
1 補助職員・一般事務 市民生活安全課（市庁舎3階）月12日＝1人 月額8万4240円 1月29日まで 市民生活安全課

☎☎724－4003
2 業務職員・一般事務 児童青少年課（市庁舎2階） 月16日＝1人 月額19万5920円 1月27日まで 児童青少年課

☎☎724－4097
3 補助職員・一般事務 児童青少年課（市庁舎2階） 月16日＝２人 月額11万2320円 1月24日まで 児童青少年課

☎☎724－2182
4 業務職員・巡回アドバイザー 中央学童保育クラブ 月16日＝1人 月額22万720円 1月24日まで 児童青少年課

☎☎724－2182
5 業務職員・介護保険事業適正化事務員 指導監査課（市庁舎7階） 月16日＝1人 月額22万6920円 1月29日まで 指導監査課

☎☎724－4078
6 業務職員・一般事務 議会事務局（市庁舎3階） 月20日＝1人 月額19万5920円 1月27日まで 議会事務局

☎☎724－2171

7
①業務職員・副校長補佐
②業務職員・学校事務
③補助職員　スクール・サポート・スタッフ

市立小・中学校
①月16日＝３人程度
②月16日＝8人程度
③年192日（月16日相当）＝8人程度

①月額１２万６４００円
②月額１９万５９２０円
③月額11万2320円

①1月31日まで
②1月31日まで
③1月29日まで

教育総務課
☎☎724－2173

会計年度任用職員募集
　募集内容、申込方法等の詳細は、募集要項（市HPでダウンロード）をご覧いただくか、お問い合
わせください。
任用期間4月1日～2026年3月31日／社会保険・雇用保険等勤務条件により加入有り（１を除く、
7－①は労災保険に加入）／通勤手当相当分の支給有り／勤務条件により期末勤勉手当の支給対象
となる場合有り／報酬額は変更となる場合があります。詳細はお問い合わせください。

市HP


